
公益社団法人日本動物用医薬品協会

会員各位

「平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて」の一部

改正について

ます。

さて、標記のことについて、農林水産省生産局農産部穀物課長より通知がありまし

たのでお知らせします。

当協会の業務運営につきましては、日頃からご支援、ご協力を頂きお礼申し上げ

動薬協会発50 号

平成26年6月5日

公益社団法人日本動物用医薬品協会

理事長福井邦顕

(公印省略)



公益社団法人日本動物用医薬品協会埋事長殿

「平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて

改正について

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて」(平成24年9月

7日付け24生産第1618号農林水産省生産局農産部穀物課長通知。平成25年5月29日

部改正)を別添新旧対照表のとおり部改正したので通知します。

26生産第712号

平成26年5月30日

農林水産省生産局農産部穀物課長

の 部

265'-3

纂協



別紙

「平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いにっいて」(平成24年9月7日付け討生産第1618号農林水産省生産局農産邦穀物課長通知。平成25年5月29日一部改正)dテー部改正新旧対照表」"゜
(傍線部分は改正部分)

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いにつぃて

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物(稲わら、麦わら、も
みがら、もみがらくん炭、米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかをい
う。以下同じ。)の取扱いについては、「平成24年産以降の稲及び麦に
由来する副産物の取扱いについて」(平成24年9月7日付け24生産第1
618号農林水産省生産局農産部穀物課長通知。平成25年5月29日一部
正)に基づく管理・指導をお願いしてきたとこで
平成2旦年産の稲及び麦については、平成26年3月2旦日に改正された
「検査哥画」出荷制限等の品目・区域の設走・解除可考克方」(平成1

3年1月ι・白7寸け原子力災害対策本部。平成26年3月20日最終改正)、ー

'"L

のについて,ほ、「平成26年産の飼料作物の流通・利用の自粛及びその

〒広立工丈ーヨ'、チず

由来する稲わらの飼料としての流通・利用の自粛及びその解除につぃ

生産局農産菩K穀物課長、畜産王^,'こ

改正後

、流通利用の自粛及びその解除等を行うこととしたところです。
このため、平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物のうち、稲

わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を士壊改良資材として利
用する場合並びに米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料
等に利用する場合の管理の考え方は、下記のとおりとしますので、稲
及び麦の副産物の円滑な流通・'利用を図る観点から、貴団体の関係者
に対し、引き続き適切な取扱いについて指導をお願いします。

氾

1 ・ 2 (略)

(略)

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いにっいて

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物(稲わら、麦わら、も
みがら、もみがらくん炭、米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかをい
う。以下同じ。)の取扱いにっいては、「平成ユ4年産以降の稲及び麦に
由粂する副産粉の取扱いにっいて」(車成24年9月7旦付け24生産第1618号農林水産省生産局"産部穀物課長通知)に基づく管理.指導を
お願いしてきたところです。

平成2旦年産の稲及ぴ麦にっいては、平成2旦年3.月」旦日に改正された
「検査哥画_L出荷制限等の品目・区域の設走・解除aテ考克方」(平成巨

作イ寸τきー、イ,"轟 0、、、平成2旦手産麦わ皀及び平成1亙.年1ξ
うち、飼料として流通・利用するものにっいてπミ、「平成旦旦年産の飼
料作物の流通・利用の自粛及びその解除等にっいて」(平扇25年3月

及び「平爾堕星に厄1于存され1弃に由局田宅゜3甲産振興課長通知)
通'利用の自粛及びその解除について」(平成25年5月29日付け25生
産第349号農林水産省生産局畜産部畜産振興課長、農産部穀物課長連
名通知丁に基づき、検査、流通利用の,及びその、を行うこと
としたところです。

このため、平成24午産以降の稲及び麦に由来する副産物のうち、稲
.ら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材とし、利

等に利用する場合の管理の考え方は:下記のとおりとしますので、'稲
及永麦の副産物の円滑な流通・利用を図る観点から、貴団体の関徐者
に対し、引き続き適切な取扱いにっいて指導だお願いします。ハ

別紙1

現 イ丁

別紙1

1 ・ 2

(略)

(略)
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別紙2

稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材
として利用する場合の取扱い(概要)

平成24年産以降の稲及び麦に由来する稲わら、麦わら、もみがら及
びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合には、次表の値
が土壌改良資材の暫定許容値.(40O BC/kg)以下であることを確認し
た上で利用する。

副産物
平成24年
産の稲及
び麦に由
来するも
の

稲わら

対象地域

平成25年

飼料用稲
わらの細
査対象17
都県
(青森県、

平成26年

飼料用稲
わらの調
査対象6
県
(岩手県、

秋田県、
石手県、

ひ麦に由

山形県、
呂城県、
福喜原;ー

別紙2

稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材
として利用する場合の取扱い(概要)

、平成24年産以喚の稲及び麦に由来する稲わら、麦わら、もみがら及
:み、らKん炭を士壇襲良資材として利用する場口には、次表の値
た上で利用する。'

宮城県、
稿鳫原マー

新潟県、

飼料用稲

利用の判断に用いるデ
一夕

茨城県、
栃禾原:ー

わらの調
香苅系、百

茨城県、
栃木県、

群馬県、
宇葉原丁

県
τ言城県、

群馬県)

埼玉県、
藁東邪二ー
神一秦7r

福島県、
務禾原ア

飼料用稲わらの放射
性セシウム濃度
(水分含有量を製品重

量ベースに換算)

県、山梨

麦わら

県、長野
県、静岡
県)

夏作飼料

副産物

夏作飼料

稲わら

対象地域

飼料用稲わ
らの調査対
象17都県

夏作飼料

来するも

飼料用稲わ
らの調査対
象6県

飼料用麦わらの放射

利用の判断に用いるデータ

飼料用稲わらの放射性セシ
ウム濃度
(水分含有量を製品重量ベー
スに換算)
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作物等の
調査対象
8県
(岩手県、
呂県、
福鳫原でー

作物等の
調査対象
2県
(岩手県、

茨城県、
栃木県、

もみが
ら

群馬県、
〒葉原丁
珸玉原工ー

仁,

作物等の
調査対象

玄米の検
査対象17
都県
(青森県、

1県

て痕島県)

性セシウム濃度
(水分含有量を製品重

量ベースに換算)

秋田県J

玄米の検
査対象5
目

(宮城県、

石手県、
山形県、
呂城県、
福高原丁

ノ'、、

'^、

栃禾県丁
゛、いノ、 0

以一πマπ司
膨丁^新潟県、

茨城県、

玄米の検

栃木県、

査対象3

"ノ

群馬県、

県'
て宮城県、

千某県、
埼玉県、

j代、
栃禾倶;ー
以、行さ「司
..

東泉都、
神「秦力r

①もみがらの放射性
セシウム濃度推計値
(玄米の放射性セシ
ウム濃度X加工係数
3)

又は

②.もみがらの放射性
セシウム濃度実測値

県、山梨
県、長野
原T、毛夢商

みが
<ん

県。以下

物等の調査
対象8県

同じ)

玄米の検
査対象17
都県

物等の調査、
対象2県

玄米の検玄米の検
査対象5
県

もみがら 玄米の検査
対象Π都県

ウム濃度
(水分含有量を製品重量ベー
スに換算)

査対象3
もみがらくん炭の

放射性セシウム濃度
推計値'(玄米の放射
性セシウム濃度X加
工係数1の

又は

②もみがらくん炭の

玄米の検査
対象5県

①もみがらの放射性セシウ
ム濃度推計値(玄米の放射
性セシウム濃度X加工係数
3)

又は

②もみがらの放射性セシウ
ム濃度実測値

もみがら
くん炭

玄米の検査
対象17都県

玄米の検査
対象5県

①もみがらくん炭の放射性
セシウム濃度推計値(玄米
の放射性セシウム濃度X加
工係数1Φ

又は

②もみがらくん炭の放射性
セシウム濃度実測値

仁口

も
ら
炭 県



別紙3

米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを飼料等に利用する場合
の取扱い(概要)

平成24年産以降の米及び爰に由来する米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及
び麦ぬかを食品、飼料、肥料・士壌改良資材・培土又はきのこ菌床用
培地に利用する場合には、次表の値を踏まえ、米ぬか、ふすま等を用
いた製品が各用途の暫定許容値等を超えないよう管理を行う。

このため、対象地域で生産された玄米及び米ぬか等の供給に関連す
る事業者はイ精米に用いた原料玄・米に係る情報等を伝達する。

に由来する米ぬか等の取扱いについて」(平成器年n月19日付け23生
産第脇04号、 23消安第4796号、 23食産第器91号'器林政経第262号、胎
水推第8詑号農林水産省生産局農産部穀物課長、生産局畜産部畜産振
興課長、消費・安全局畜水産安全管理課長、食料産業局食品小売サー
ビス課長(食品産業政策課題検討チーム長)、林野庁林政部経営課長、
水産庁増殖推進部栽培養殖課長連名通知)別紙3-1の「精米情報シ
ート」、及び別紙3 -2の「精米情報シート記入要領」の 「17都県」を
それぞれ「5県」及び「3県」に読み替えるものとする。

平成25年産米及び26年産米の情報伝達に際しては、「平成器年産米

放射性セシウム濃度
実測値

副産物
平成24年
産の稲及
び麦に由
来するも
の

米ぬか

対象地域

別紙3

米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを飼料等に利用する場合
の取扱い(概要)
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対象17都県

玄米の検査
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都県'

脱脂ぬ
か

県

ふすま、
麦ぬか

玄米の検
査対象17
都県

玄麦の検
査対象17
都県
(青森県、

玄米の検
査対象5
県

秋田県、

(精米に用いた玄米の
放射性セシウム濃度
X加工係数8)

又は

②'米ぬかの放射性セ
シウム濃度実測値

玄麦の検
査対象9

県
(岩手県、

岩手県、
山形県、
呂城県、
稿瓦原てー

査対象3

呂城県、
覆喜原丁
票蕨原丁

新潟県、
茨城県、

対象県な
モ^

栃木県、

脱脂ぬかの放射性セシ
ウム濃度実測値

栃木県、

群馬県、

群馬県、
〒葉原T-

千葉県、
珸玉原丁

埼玉県、
東系都ア

東京都、
神一系万11、

①ふすま、麦ぬかの
放射性セシウム濃度
推計値
(製粉、精麦に用い
た玄麦の放射性セシ
ウム濃度X加工係数
3)

又は

②ふすま、麦ぬかの
放射性セシウム濃度
実測値

県、山梨
県、長野
票マ1蛋両
県)

脱脂ぬか

ふすま、
麦ぬか

玄米の検査
対象17都県

玄麦の検査
対象17都県

玄米の検

(精米に用いた玄米の放射性
セシウム濃度X加工係数
8)又は

②米ぬかの放射性セシウム
濃度実測値

玄米の検査
対象5県

玄麦の検査
対象9都県

脱脂ぬかの放射性セシウム濃
度実測値

①ふすま、麦ぬかの放射性
セシウム濃度推計値
(製粉、精麦に用いた玄麦
の放射性セシウム濃度X
加工係数3)又は

②'ふすま、麦ぬかの放射性
セシウム濃度実測値

塁

塁
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関係団体の長殿

農林水産省生産局農産部穀物課長

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについて

平成触年産以降の稲及び麦に由来する副産物(稲わら、麦わら、もみがら、も

みがらくん炭、米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかをいう。以下同じ。)の取
扱いについては、「平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物の取扱いについ
て」(平成24年9月7日付け24生産第16謁号農林水産省生産局農産部穀物課長通

知。平成25年5月29日一部改正)に基づく管理・指導をお願いしてきたところで
す。

平成26年産の稲及び麦については、平成26年3月20日に改正された「検査計画、
出荷制限等の品目・'区域の設定・解除の考え方」(平成器年4月4日付け原子力
災害対策本部。平成26年3月20日最終改正)、平成26年産爰わら及び平成26年に
作付けされる稲に由来する稲わらであって平成26年に収集するもののうち、飼料

として流通・利用するものについては、「'平成26年産の飼料作物の流通・利用の
自粛及びその解除等について」(平成26年2月28日付け25生畜第2007号農林水産
省生産局畜産部畜産振興課長通知)及び「平成26年に作付けされる稲に由来する
稲わらの飼料としての流.通・利用の自粛及びその解除等について」(平成26年5
月16日付け26生産第572号、 26生畜第51号農林水産省生産局農産部穀物課長、畜
産部畜産振興課長連名通知)に基づき、検査、流通利用の自粛及びその解除等を
行うこととしたところです。

このため、平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物のうち、稲わら、麦わ
ら、もみがら及びもみがらくん炭を士壌改良資材として利用する場合並びに米ぬ
か、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料等に利用する場合の管理の考え方
は、下記のとおりとしますので、稲及び麦の副産物の円滑な流通・利用を図る観
点から、貴団体の関係者に対し、引き続き適切な取扱いについて指導をお願いし
ます。

一部改正

最終改正

1 基本的な考え方

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物のうち、稲わら、もみがら及び
もみがらくん炭を士壌改良資材として利用する場合並びに米ぬか、脱脂ぬか、
ふすま及び麦ぬかを食品、飼料等に利用する場合の管理の考え方は、基本的に
平成器年産と同様の取扱いとす,る。また、麦わらを士壌改良資材として利用す
る場合には、飼料用麦わらの調査結果を用いて判断することとする。
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具体的な取扱いは、別紙1に掲げる通知に基づく平成器年産の取扱いに準じ

ることとし、その概要は別紙2及び別紙3のとおりである。

ただし、加工係数を活用して副産物中の放射性セシウム濃度を推計する場合

は、 2 により対応する。

2 推計に用いる玄米及び玄麦中の放射性セシウム濃度の取扱い

平成24年産以降の稲及び麦に由来する副産物中の放射性セシウム濃度につい

て、加工係数を活用して推計する場合、玄米及び玄麦中の放射性セシウム濃度

は、関係都県が公表した検査結果を用いる。

なお、当該検査結果が

a)検出限界値(スクリーニング法の場合は測定下限値。以下同じ。)未満の

場合には、検出限界値

②検出限界値以上、定量下限値末満の場合には、当該検査結果

を用いることとする。

平成器年産米に由来する米ぬかについて.は、定量下限値未満の玄米の濃度は

「定量下限値のV2」として推計に用いることとしているが、平成24年産以降の

米に由来する米ぬかについては、山及び②のとおりとする。



气

1 稲わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材として利用する場合の
取扱いに関する通知

・「平成器年産稲から生じるもみがら及び稲わらの取扱いについて」

(平成23年9月30日付け23生産第4680号、器消安第3505号農林水産省生産局農産
部穀物課長、'生産局農産部農業環境対策課長、生産局畜産部畜産振興課長、消
費・安全局農産安全管理課長連名通知)

・「平成23年産稲から生じるもみがらのくん炭の取扱いについて」
(平成羽年1月訂日付け器生産第5577号農林水産省生産局農産部穀物課長、生産
局農産部農業環境対策課長連名通知)

関係通知一覧

2 米ぬか、ふすま及び麦ぬかを食品、飼料等に利用する場合の取扱いに関する
通知

・「平成器年産米に由来する米ぬか等の取扱いについて」

(平成23年12月19日付け23生産第脇04号、器消安第4796号、 23食産第詑91号、

器林政経第262号、器水推第器2号農林水産省生産局農産部穀物課長、生産局畜
産部畜産振興課長、消費・安全局畜水産安全管理課長、食料産業局食品小売サ
ービス課長、林野庁林政部経営課長、水産庁増殖推進部栽培養殖課長連名通知)

・「平成器年産麦に由来するふすま及び麦ぬかの取扱いについて」

(平成23年9月13旧付け器消安第3224号、器生産第"99号、 23水推第545号農林
水産省消費・安全局畜水産安全管理課長、生産局農産部穀物課長、生産局農産
部貿易業務課長、生産局畜産部畜産振興課長、水産庁増殖推進部栽培養殖課長
連名通知)

別紙1
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稲わら、麦わら、もみがら及びもみがらくん炭を土壌改良資材

とレて利用する場合の取扱い(概要)

平成24年産以降の稲及び麦に由来する稲わら、麦わ以もみがら及びもみがら
くん炭を士壌改良資材として利用する場合には、次表の値が土壌改良資材の暫定
許容値(40O Bq/kg)以下で,あることを確認した上で利用する。

副産物

平成24年産

の稲及び麦

に由来する

もの

稲わら

対象地域

飼料用稲わ

らの調査対

象17都県

(青森県、

秋田県、

手県、山形

県、宮城県、

福島県、

潟県、茨城

県、栃木県、

群馬県、千

葉県、埼玉

県、東京都、

神奈川県、

山梨県、長

野県、静岡

県)

平成25年産

の稲及び麦

に由来する

もの

平成26年産

の稲及び麦

に由来する

もの

飼料用稲わ

らの調査対

象6県

(岩手県、

宮城県、福

島県、茨城

県、栃木県、

群馬県)

別紙2

飼料用稲わ

らの調査対

象3県

(宮城県、

福島県、栃

木県)

利用の判断に用いるデータ

麦わら

飼料用稲わらの放射性セシ

ウム濃度

(水分含有量を製品重量ベー

スに換算)

夏作飼料作

物等の調査

対象8県

(岩手県、

宮城県、福

島県、茨城

県、栃木県、

群馬県、千

葉県、埼玉

飼料用麦わらの放射性セシ

ウム濃度

(水分含有量を製品重量ベー

スに換算)

夏作飼料作

物等の調査

対象2県

(岩手県、

福島県)

夏作飼料作

物等の調査

対象1県

(福島県)



もみがら

県)

玄米の検査

対象17都県

(青森県、

秋田県、岩

手県、山形

県、宮城県、

福島県、新

潟県、茨城

県、栃木県、

群馬県、千

葉県、埼玉

県、東京都、

神奈川県、

山梨県、長

野県、静岡

県。以下同

じ)

玄米の検査

対象3県

玄米の検査

対象5県

(宮城県、

福島県、、

城県、栃木

県、群馬県。

以下同じ)

玄米の検査

対象3県

(宮城県、

福島県、栃

木県。以下

同じ)

①もみがらくん炭の放射性

セシウム濃度推計値(玄米

の放射性セシウム濃度X加

工係数1の
又は、

②もみがらくん炭の放射性

セシウム濃度実測値

①もみがらの放射性セシウ

ム濃度推計値(玄米の性セ

シウム濃度X加工係数3)
又は

②もみがらの放射性セシウ

ム濃度実測値

もみがら

くん炭

玄米の検査

対象17都県

玄米の検査

対象5県



.

米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを飼料等に利用する場合

の取扱・い(概要)

平成24年産以降の米及び麦に由来する米ぬか、脱脂ぬか、ふすま及び麦ぬかを

食品、飼料、肥料・士壌改良資材・培士又はきのこ菌床用培地に利用する場合に

は、次表の値を踏まえ、米ぬか、ふすま等を用いた製品が各用途の暫定許容値等

を超えないよう管理を行う。

このため、対象地域で生産された玄米及び米ぬか等の供給に関連する事業者は、

精米に用いた原料玄米に係る情報等を伝達する。

平成器年産米及び26年産米の情報伝達に際しては、「平成器年産米に由来する

米ぬか等の取扱いについて」(平成器年12月19日付け23生産第認04号、器消安第

4796号、器食産第器91号、器林政経第262号、器水推第8噐号農林水産省生産局農

産部穀物課長、生産局畜産部畜産振興課長、消費・安全局畜水産安全管理課長、

食料産業局食品小売サービス課長(食品産業政策課題検討チーム長)、林野庁林

政部経営課長、水産庁増殖推進部栽培養殖課長連名通知)別紙3-1の「精米情

報シート」及ぴ別紙3-2の「精米情報シート記入要領」の「17都県1をそれぞ

れ、・「5県」及び「3県」に読み替えるものとする。

副産物

別紙3

平成24年産

の稲及び麦

に由来する

もの

米ぬか

対象地域

平成25年産

の稲及び麦

に由来する

もの

玄米の検査

対象17都県

平成26年産

の稲及び麦

に由来する

もの

玄米の検査

対象5県

脱脂ぬか

ふすま、

麦ぬか

玄米の検査

対象17都県

玄米の検査

対象3県

利用の判断に用いるデータ

玄麦の検査

対象17都県

(青森県、

秋田県、岩

玄米の検査

対象5県

①米ぬかの放射性セシウム

濃度推計値

(精米に用いた玄米の放射

性セシウム濃度X加工係

数 8)

又は

②米ぬかの放射性セシウム

濃度実測値

玄麦の検査

対象9都県

(岩手県、

宮城県、福

玄米の検査

対象3県

対象県なし

脱脂ぬかの放射性セシウム

濃度実測値

①ふすま、麦ぬかの放射性

セシウム濃度推計値

(製粉、精麦に用いた玄麦

の放射性セシウム濃度X

.
,



手県、山汗

県、宮城県、

福島県、

潟県、、

県、栃木県、

群馬県、

葉県、埼、

県、'東京都、

神奈川県、

山梨県、長

野県、静岡

県)

島県、茨城

県、栃木県、

群馬県、千

葉県、埼玉

県、東京都)

加工係数3)

又は

②ふすま、麦ぬかの放射性

セシウム濃度実測値

、

'
、
、

.

.


